
３炊き出しその他による
食品の給与

４飲料水の供給



３ 炊き出しその他による食品の給与（内閣府告示 第３条第１項第１号）
救助の程度・方法等

〇 法による炊き出し等による食品の給与の対象者は、災害により避
難所に避難している者又は住家に被害を受け、若しくは災害により
現に炊事のできない者等、現に食物を得られないという状況が発生
した者であること。

〇 費用の限度額や救助期間について、一般基準での適切な救助の実
施が困難な場合は、特別基準を設定するなど柔軟に対応すること。
（一般基準）１，３９０円（１人１日当たり）、期間７日間
※別途、賃金職員等雇上費として人件費も対象となる場合がある。

〇 対象経費は、主食費、副食費、燃料費、炊飯器・鍋等の使用謝金
又は借上費、消耗器材費及び雑費。



３ 炊き出しその他による食品の給与
主 な 留 意 事 項

○ 炊き出し等の給与については、避難所に避難しているからとか、炊事ができない
状況にあるからというのみで単に機械的に提供するのではなく、近隣の流通状況等
も勘案しながら実施すること。

○ 握り飯、調理済み食品、パン、弁当等を購入して支給する場合の購入費は、炊き
出しの費用として差し支えない。

○ メニューの多様化、適温食の提供、栄養バランスや質の確保について配慮すると
ともに、状況に応じて管理栄養士等の専門職の活用も検討すること。

〇 適温食の確保のため、キッチンカーの活用、料理人等の専門職による食事提供、
弁当等の配食サービス事業者等の食料提供業者による提供、ボランティア等による
炊き出し、集団給食施設の利用による給・配食等、多様な供給方法の確保にも努め
ること。
（炊き出し設備のモデルパターン、飲食業協同組合との協定のモデル例等をガイド
ラインに掲載）

○ 避難所ではなく、自宅において避難生活をしている方が避難所に炊き出し等の給
与を受け取りに来た場合も対象となる。



４ 飲料水の供給（内閣府告示 第３条第１項第２号）

一 般 基 準
対象者 災害のために現に飲料水を得ることができない者

救助期間 災害発生の日から７日以内
※期間が７日を超過する場合、内閣総理大臣と協議し、別途期間を設けることが可能。

主 な 留 意 事 項
〇 飲料に適した水の供給全体（飲料用以外に利用された水も含む）が費用の対象となる。
○ 災害により現に飲料水を得ることができるかどうかが救助の判断基準であるため、住家の

被害の有無は問わない。
〇 飲料水の供給は避難所等において行う。（給水車等により供給することが前提。）
○ 多数の被災者が利用する避難所等に給水車等を派遣する場合の費用は災害救助法の対象と

なるが、特定の者だけが利用する施設の場合は、その管理者が負担すべきものであること
から、災害救助法の対象とはならない。
（例：Ａ施設の利用者・職員のみ使用する貯水槽へ給水活動を行う費用は対象外。）

○ 避難所等で炊き出しとともに提供するペットボトル等の飲料水は、「飲料水の供給」では
なく、「炊き出しその他による給与」に含める。

○ 水道事業者が本来行うべき配水管の修理等や仮配管の設置費は認められない。同様に、
新たな水源を開発するボーリング調査や井戸さらいなどに要する費用も対象外である。

○ 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき供給される生活
用水や防疫目的で使用される資材、薬品等は対象とならない。



災害救助法の対象となるもの（生活環境・衛生面の整備）

避難所の運営等について、とりわけ生活環境・衛生面の整備を行うにあたり、
災害救助法に基づく国庫負担の対象となる一例を以下に紹介する。
なお、各市町村において、判断に困った時は、災害救助法に基づく救助の実施

主体である都道府県または救助実施市に相談願いたい。

〇被災者用の仮設風呂、簡易シャワー室、仮設ランドリー（洗濯機、乾燥機）
の設置

〇避難所環境整備のための仮設風呂、簡易シャワー、洗濯機、乾燥機等の資機
（器）材のレンタル、シャワーカーやランドリーカー等のレンタル

〇被災者用の洗濯用洗剤、物干し竿、ハンガー、タオル、シャンプー・リン
ス・ボディソープ、洗顔等の消耗品の購入

〇仮設風呂等が避難所や支援拠点に設置されるまでの間に利用する、入浴施設
への送迎と、入浴料の支払い

※レンタルが困難な場合は購入しても差し支えない。
なお、購入した器材（物）は、原則として残存資材等として換価処分すること。
当該収入金額は避難所設置費用から控除すること。

再掲
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